平成２２年度富士山静岡空港利活用促進地域連携事業実施要領

自治体空港利活用促進委員会で実施する「富士山静岡空港利活用促進地域連携事業」について、以下のとおり定める。

１　事業概要

　富士山静岡空港利用促進協議会（以下、協議会という）は、県内の市町又は団体（以下、事業者という）が実施する空港利活用促進事業に対して、共催者として参加し、経費の一部を負担する。
※団体については、以下のいずれかに該当する団体を対象とする。

【対象団体】

・農業協同組合、森林組合、水産業協同組合、商工会議所等の産業経済団体

・文化及びスポーツの振興を目的とする団体

・富士山静岡空港の利用促進を目的とする団体

・観光振興を目的とする団体

・その他会長が認める団体
２　メニュー

（1） 産業振興支援
（2） 文化・スポーツ等振興支援
３　参加基準（対象事業）
　対象となる事業は、以下を満たす事業とする。

（１）各メニューに共通する事項
　・富士山静岡空港を利用した就航先との交流拡大を目的とする事業であること
　・主たる主催者が県内の市町又は団体（教育機関は除く）であること
　・主催者、共催者、後援者のいずれかに県内市町が含まれていること
※主たる主催者とは費用負担額が最も大きい者をいう
（２）産業振興支援
　　・地域経済の振興に資する事業であること
（３）文化・スポーツ等振興支援
　　・地域の文化活動やスポーツ活動等の振興に資する活動であること
４　負担金
　　対象事業費のうち、５に掲げる対象経費の３分の１以内、５０万円を限度として、事業効果を精査した上で、負担する経費及び金額を決定する。ただし、負担金額は、主たる主催者の費用負担額未満とする。
５　対象経費

　　対象となる経費は、以下の経費とする。

　　報償費、旅費（職員含む）、食糧費（対象経費全体の２０％かつ１人あたり５，０００円を上限とする）、その他需用費、役務費、委託料、使・賃借料、負担金
６　事業参加の申請
　　事業参加の申請は、事業者が所在市町を経由して、様式１により、協議会へ申請する。
７　事業参加の決定

協議会に提出された申請書は、委員会において審査を行い、参加基準を満たすと判断した場合は、申請者へ参加決定の旨を通知する。ただし、委員会の開催前に参加の可否を決定すべき場合には、委員長及び副委員長の協議により決定するものとする。
８　負担金の支払い

　　事務局は、負担する経費を事業者又は債権者に支払う。ただし、債権者への支払は、事業者が市町の場合に限る。
９　実績報告

　　事業者は、事業完了後３０日以内に市町を通じて実績報告書（様式２）を事務局へ提出する。
平成２２年３月１８日

富士山静岡空港利用促進協議会

富士山静岡空港利活用促進地域連携事業申請書

平成　　年　　月　　日

富士山静岡空港利用促進協議会

会長　松浦　康男　様

所在地　　　　　　　　　　　

団体名　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
代表者名　　　　　　　　　   eq \o\ac(○,印)
電話番号　　　　　　　　　　
当団体では、（事業名）において、富士山静岡空港の利活用促進を目的として、（空港利活用促進を目的とした事業内容）を実施いたします。つきましては、富士山静岡空港利活用促進地域連携事業（メニュー名）により貴協議会に（主催者・共催者）として、別紙事業参加申請書のとおり（事業名）へ御参加いただきますようお願いいたします。

事業参加申請書

　　　　　　　　　　申請者　　　　　　　　　

以下の事業への参加を富士山静岡空港利用促進協議会に申請します。

	事業名
	

	主催者等

事業関係者
	（主催者）※実行委員会の場合は構成員も記載すること

（共催者）

（後援者）

	実施期間
	

	事業内容
	· 企画書、行程表、収支予算内訳書等、詳細資料を添付すること

· 交流会等を実施する場合は出席者名簿を添付することとし、協議会の負担金対象者が判別できるようにすること

	対象経費
	円
	協議会支払先

（事業者が市町の場合のみ記載）
	事業者・債権者

	協議会負担額
	円
	
	

	経費内訳
	費　目
	対象経費
	協議会負担額

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	
	計
	円
	円

	財源内訳
	事業実施者
	負担金額

	
	主催者
	
	円

	
	
	
	円

	
	共催者
	
	円

	
	
	
	円

	
	後援者
	
	円

	
	
	
	円


	連絡先
	担当部署
	
	担当者名
	

	
	電話番号
	
	FAX番号
	


富士山静岡空港利活用促進地域連携事業実績報告書

平成　　年　　月　　日

富士山静岡空港利用促進協議会

会長　松浦　康男　様

所在地　　　　　　　　　　　

団体名　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
代表者名　　　　　　　　　   eq \o\ac(○,印)
電話番号　　　　　　　　　　
標記につきまして、以下のとおり報告します。

１　事業名　

２　実施期間

３　詳細

別紙のとおり

富士山静岡空港利活用促進地域連携事業実績報告（詳細）

　　　　　　　　　　報告者　　　　　　　　　

以下の事業の実績を富士山静岡空港利用促進協議会に報告します。

	事業名
	

	主催者等

事業関係者
	（主催者）※実行委員会の場合は構成員も記載すること

（共催者）

（後援者）

	実施期間
	

	事業内容
	· 企画書、行程表、収支予算内訳書等、詳細資料を添付すること

· 交流会等を実施する場合は出席者名簿を添付することとし、協議会の負担金対象者が判別できるようにすること

	対象経費
	円
	協議会支払先

（事業者が市町の場合のみ記載）
	事業者・債権者

	協議会負担額
	円
	
	

	経費内訳
	費　目
	対象経費
	協議会負担額

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	
	計
	円
	円

	財源内訳
	事業実施者
	負担金額

	
	主催者
	
	円

	
	
	
	円

	
	共催者
	
	円

	
	
	
	円

	
	後援者
	
	円

	
	
	
	円


	連絡先
	担当部署
	
	担当者名
	

	
	電話番号
	
	FAX番号
	



請求書

金 　　　，０００円

　ただし、（事業名）負担金として、上記のとおり請求します。

平成　年　月　日

　富士山静岡空港利用促進協議会

会長　松浦　康男  様

所在地　　　　　　　　　　　

団体名　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
代表者名　　　　　　　　　   eq \o\ac(○,印)
電話番号　　　　　　　　　　

富士山静岡空港利活用促進地域連携事業による参加について

平成　　年　　月　　日

団体名　　　　　　　　　　　

代表者名　　　　　　　　　　

富士山静岡空港利用促進協議会

会長　松浦　康男　

富士山静岡空港利用促進協議会では、富士山静岡空港の利活用促進を目的として、（事業名）に（主催者・共催者）として参加いたします。つきましては、当事業に対し以下の金額を負担いたします。

金　　　　　　　　　　　円

担当　富士山静岡空港利用促進協議会事務局　安本

電話番号　054-252-8161
富士山静岡空港利活用促進地域連携事業負担金額の確定について

平成　　年　　月　　日

団体名　　　　　　　　　　　

代表者名　　　　　　　　　　

富士山静岡空港利用促進協議会

会長　松浦　康男　

富士山静岡空港利用促進協議会では、（事業名）に対する負担金額を以下のとおり確定いたします。

金　　　　　　　　　　　円

担当　富士山静岡空港利用促進協議会事務局　安本

電話番号　054-252-8161
実施スケジュール

3月　 　　市町へ実施要領を送付し、募集開始

　　　　　 事業者は参加申請書を作成し所在市町へ提出、各市町の自治体委員会担当部局は団体から受け付けた申請書と市町で実施する事業の申請書をとりまとめ、協議会へ提出する。

5月　　　　委員会で参加事業決定

　　※委員会開催前に決定すべき事業については、委員長及び副委員長による協議で参加事業決定し、委員会に報告

以降、予算の執行状況に合わせて随時募集、決定の手続きを行い、その後の委員会で報告する。


活用事業例

１　産業振興支援

1 展示会への出展

2 商談会への参加

3 視察団の派遣

4 ファムトリップの受入

5 就航先経済団体視察等の受入

6 展示会・商談会等への就航先団体の招聘

２　文化・スポーツ等振興支援

1 県内で実施するイベント等への就航先団体の招聘
2 各種大会への参加

3 合宿の実施

4 姉妹都市交流




別　紙





様式２








別　紙





様式１





参　考





【申請の流れ】


１　事業者は、参加申請書を作成し、市町へ提出


２　市町は、参加申請書を協議会へ提出


３　協議会は、自治体委員会での決定を経て、参加通知を市町へ送付


４　市町は、事業者へ参加通知を送付





　　～事業実施～





◎事業者への支払いの場合


５　事業者は、実績報告書を市町へ提出


６　市町は、実績報告書を協議会へ進達（事業完了後30日以内）


７　協議会は、実績報告書を確認し、負担金額確定通知を市町へ送付


８　市町は、事業実施者へ負担金額確定通知を送付


９　事業者は、協議会へ請求書を提出


10　協議会は、負担金を支出





債権者への支払いの場合（事業者が市町の場合に限る）


５　債権者は、請求書を協議会へ提出


６　協議会は、負担経費を債権者へ支出


７　市町は、実績報告書を協議会へ提出（事業完了後30日以内）


８　協議会は、実績報告書を確認し、負担金額確定通知を市町へ送付

















金融機関名：


口座種別：


口座番号：





口座振替先








協議会①





協議会②








